
『履行確認書』及び『勤務実績表』の提出はお早めに！『履行確認書』及び『勤務実績表』の提出はお早めに！
「履行確認書（請負用）」及び「勤務実績表（派遣用）」は会員の方々の配分金や賃金（派遣）
を発注者や派遣先に請求する基礎となる重要な書類です。就業の締切日以降に発注者の確
認を得てセンターまで（郵送・持参・FAXのいずれか）速やかに提出してください。
月末まで就業される場合は、翌月３日までに必ず提出してください。（配分金や賃金の支払
が遅れる場合があります。また、必ず控えを保管してください。）

●配分金支払日は、原則、翌月15日ですが1月と
５月の支払日は17日です。
●支払日が金融機関の休日にあたる場合はその翌日
です。

● 派遣賃金の支払日は、原則、翌月25日ですが、
支払日が金融機関の休日にあたる場合はその前後
の日となります。

７月分 2024年 8月15日（木）10月分 2024年11月15日（金）

８月分 　　　9月17日（火）11月分 12月16日（月）

９月分 　　10月15日（火）12月分 2025年 1月17日（金）

７月分 2024年 8月26日（月）10月分 2024年11月25日（月）

８月分 9月25日（水）11月分 12月25日（水）

９月分 10月25日（金）12月分 2025年 1月24日（金）

※自然環境・コスト面などから「みおつくしNo.73」以降、中綴じなしで製本しています。

【発行】公益社団法人大阪市シルバー人材センター　　　【編集】シルバーみおつくし編集委員会
Eメール：osakasch@peace.ocn.ne.jp

■本　 　 部：〒536-0008 城東区関目３-１-14 ☎ 06-6931-0221 FAX 06-6934-7345
■南 部 支 部：〒543-0021 天王寺区東高津町12-10-315 ☎ 06-6765-6116 FAX 06-6765-6115
■西 部 支 部：〒550-0012 西区立売堀４-10-18 ☎ 06-6543-7011 FAX 06-6543-8474
■北 部 支 部：〒530-0033 北区池田町１-50 ☎ 06-6882-3830 FAX 06-6882-3850
■自転車対策室：〒530-0033 北区池田町１-50（北部支部併設）☎06-6351-3700 FAX 06-6351-3391
■訪問介護事業所：〒536-0008 城東区関目３-１-14（本部併設） ☎06-6180-1010 FAX 06-6934-7860

配分金の支払日 派遣賃金の支払日

ご　確　認　く　だ　さ　い　！

当センターでは、定款により「センターの活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会
費を支払わなければならない。」と定めており、年額1,200円の会費を負担いただいております。会員は、
事業活動で経常的に生じる費用の経費の一部として会費を納める義務があり、「仕事の提供がないから会
費を払わない」ということにはなりません。
会費の負担にご理解をいただきますようお願いします。
なお、継続会費につきましては、ご登録いただいている配分金入金用のゆうちょ銀行口座からの便利な
自動払込（自動引き落とし）がご利用可能ですので、是非ご利用ください。
※ご利用には、「自動払込利用申込書」に必要事項を記入のうえ、提出いただく必要があります。
　申込書用紙は事務局でご用意しておりますので、お気軽にお申し出ください。

会費の納入について


